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三
朝
町
営
住
宅
設
蘭
及
び
常
世
に
蘭
す
る
栄
例
の
7
沸
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
か
皇
扇
町
骨
住
宅
群
障
及
び
背
理
に
尚
す
る
.
讐
例
の
ー
加
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地

方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
弟
九
十
六
条
空
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決

を
求
め
る
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和
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月
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一
日
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三
朝
町
条
例
第

早

三
朝
町
営
住
宅
殻
直
及
び
管
理
に
側
す
る
準
例
の
1
軸
を
改
正
す
る
豪
側

三
秒
町
営
住
宅
設
麿
及
び
管
理
に
幽
す
る
条
例
(
胞
和
凶
十
五
年
三
顧
叫
先
例
爵
二
十
六
号
)
　
の
r
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
五
東
夷
五
号
及
び
第
六
号
中
｢
四
万
七
千
円
｣
を
｢
五
万
五
千
円
｣
　
に
改
め
る
.

第
六
条
撃
}
号
中
｢
四
万
七
千
円
｣
哲
｢
五
万
五
千
円
｣
に
､
｢
八
万
千
H
｣
を
｢
九
万
五
千
円
｣
に
改

め
る
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窮
二
十
軍
紀
二
二
婦
中
｢
八
万
千
円
｣
を
｢
九
万
五
千
H
｣
に
､
｢
摘
万
七
千
円
｣
を
｢
五
万
五
千
円
｣
に

改
め
る
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窮
二
十
二
条
寮
二
項
の
表
中
｢
八
万
千
円
｣
を
｢
九
万
五
千
円
｣
に
､
｢
十
一
万
千
円
｣
を
｢
十
二
万
六

千
円
｣
に
､
｢
蛸
万
七
千
円
｣
を
｢
五
万
五
千
円
｣
に
改
め
る
O

附
則
第
五
鹿
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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当
分
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軍
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十
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三
碑
中
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九
万
五
千
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千
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と
､
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十
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撃
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万
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千
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と
あ
る
の
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十
一
万
千
円
｣
と
､
｢
五
万
五
千
円
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と
あ
る
の
は
　
｢
六
万
九
千
円
｣
と
す
る
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こ
の
条
桝
は
'
昭
和
五
十
五
年
四
月
t
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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